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妊
娠
、出
産
、育
児
な
ど
に
つ
い

て
、個
別
相
談
に
応
じ
ま
す
。

12
月
17
日（
火
）午
前
10
時

〜
午
後
３
時（
要
電
話
予
約
）

南
方
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

福
祉

事
務
所
子
育
て
支
援
課（
母
子
保

健
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
７

◉

妊
娠
・
出
産
の
経
過
、呼
吸

法
、マ
タ
ニ
テ
ィ
ヨ
ガ
な
ど

12
月
10
日（
火
）午
前
10
時

〜
11
時
45
分（
要
電
話
予
約
）

迫
児
童
館

福
祉

事
務
所
子
育
て
支
援
課（
母
子
保

健
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
７

　

今
年
度
、市
が
実
施
し
た
胃
が

ん
検
診
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人

を
対
象
に
、未
検
者
検
診
を
実
施

し
ま
す
。自
分
や
家
族
の
た
め
、こ

の
機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

35
歳
以
上
の
人（
職
場

☎

や
病
院
な
ど
で
受
診
し
た
人
を
除

く
）

12
月
14
日（
土
）午
前
７
時

30
分
〜
10
時
30
分

迫
保
健
セ
ン
タ
ー

９
０
０
円

※
検
診
部
位
の
病
気
な
ど
で
治
療

中
ま
た
は
経
過
観
察
中
の
人
は
、

主
治
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

※
受
診
票
を
紛
失
し
た
人
、受
診

を
希
望
す
る
人
は
、各
総
合
支
所

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

市
民
生
活
部
健
康

推
進
課（
保
健
推
進
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
６

■
　

フ
レ
イ
ル
と
は
、「
自
立
し
た
生

活
が
で
き
る
健
康
な
状
態
」と「
介

護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

態
」の
間
の
状
態
で
す
。「
フ
レ
イ

ル
」は
、早
期
発
見
と
、生
活
習
慣

を
見
直
す
こ
と
で
健
康
な
状
態
に

戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。フ
レ
イ

ル
を
予
防
し
て
、健
康
寿
命
を
延

ば
し
ま
し
ょ
う
。

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

◉

12
月
３
日（
火
）午
前
10
時

30
分
〜
11
時
30
分（
要
電
話
予
約
）

森
の
く
ま
さ
ん

子
育
て
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

レ
ッ
ス
ン
、タ
ッ
チ
ケ
ア
な
ど森

の

く
ま
さ
ん

☎
０
２
２
０（
３
４
）４
１
０
５

◉

日
常
生
活
で
動
く（
歩
く
）

こ
と
で
筋
力
の
維
持
・
向
上
を
図

り
ま
し
ょ
うバ

ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事

と
、た
ん
ぱ
く
質
を
し
っ
か
り
取

り
ま
し
ょ
う

趣
味
活
動
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
、人
と
の
交
流
や
助

け
合
い
が
大
切
で
す

■
　

主
に
65
歳
未
満
の
認
知
症
当
事

者
と
家
族
が
、気
軽
に
や
り
た
い

こ
と
な
ど
を
話
し
合
い
、自
己
発

信
や
情
報
交
換
が
で
き
る
居
場
所

で
す
。一
緒
に
活
動
で
き
る
場
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

12
月
６
日（
金
）午
後
２
時

〜
３
時

南
方
公
民
館

12
月
３
日（
火
）

お
住
ま
い
の
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー福

祉
事
務
所
長

寿
介
護
課（
地
域
包
括
支
援
係
）

◉

・

12
月
12
日（
木
）、26
日

（
木
）／
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

実
施
日
の
３
日
前

◉

12
月
４
日（
水
）家
族
教
室

＝
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
、個
別

相
談
＝
午
後
３
時
〜
４
時
30
分

11
月
27
日（
水
）

◉

12
月
３
日（
火
）午
後
１
時

30
分
〜
４
時
30
分

11
月
26
日（
火
）

◉

12
月
20
日（
金
）午
後
２
時

〜
３
時
30
分

12
月
13
日（
金
）

◉

12
月
18
日（
水
）午
前
10
時

30
分
〜
午
後
４
時（
１
人
約
50
分
）

12
月
17
日（
火
）午
後

３
時

◉

石
巻
保
健
所
登
米
支
所

無
料（
要
電
話
予
約
）

※
い
ず
れ
も
託
児
不
可

石
巻

保
健
所
登
米
支
所

☎
０
２
２
０（
２
２
）６
１
１
８


